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野田市都市公園設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例（案）に 

対する意見募集の結果について 

 

 

 パブリック・コメント手続によって寄せられた意見と市の考え方は、次のとおり

です。 

 

１ 政策等の題名 

野田市都市公園設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例（案） 

 

２ 意見の募集期間 

平成２９年１２月１５日（金曜日）から平成３０年１月１７日（水曜日）まで 

 

３ 意見の募集結果 

①提出者数・意見数        １人   １件 

②提出方法       直接持参 ０人   ０件 

          郵送   ０人   ０件 

          ＦＡＸ  ０人   ０件 

          Ｅメール １人   １件 

③政策等に反映した意見           ０件 

 

４ 意見の概要と市の考え方 

№ 意見の概要 市の考え方 案の修正 

１ 「屋外における休息や運動等の

レクリエーション活動を行う場

所であり、都市環境の改善や災害

時における一時避難地としての

機能を有するなど、オープンスペ

ースとしての機能の確保が重要

です。」として公園の機能を定義

しているが、実際の公園の運動施

設の使用状況を考慮しながら運

動施設の敷地面積の総計の当該

都市公園の敷地面積に対する割

合について設定する必要がある

のではないか？ 

つまり、運動施設の敷地面積の総

計の当該都市公園の敷地面積に

対する割合を５０％とすること

は、災害時における一時避難地と

しての機能に重きをおけば妥当

運動施設率の設定を５０％と

すると、一時避難場所の機能に支

障があるとのご意見ですが、野球

場やサッカー場など、広場と同様

の施設では、施設内への一時避難

も可能であり、また体育館等の建

物の場合には、避難所としての機

能も有してくると考えており、運

動施設の設置が避難場所として

の機能に支障を及ぼすとは考え

ておりません。 

 都市公園における運動施設の

敷地面積の割合は、改正前の都市

公園法施行令第８条により、都市

公園の敷地面積の 50％を上限と

する一律の基準が設けられてい

ましたが、昨今、既設施設のバリ

アフリー化や国際基準への対応

等の改修に当たって、従来の基準

が支障となる事例が見受けられ

修正無し 
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№ 意見の概要 市の考え方 案の修正 

とは言えないと考える。５０％の

面積が一時避難地としての機能

しないことになることもありえ

ることになる。２０％から３０％

程度で十分ではないか？ 

 

たことから、従来の基準を参酌し

たうえで、地域の実情に応じて、

市に一定の裁量を認めるとした

ものであり、今回の法改正は率の

引き上げを念頭に行われたもの

と考えております。 

これらのことを踏まえ、市は国

が都市公園のオープンスペース

の機能を維持するための適切な

基準として５０％を定めている

こと、また市に喫緊に運動施設を

伴う公園整備など従来の運動施

設率の基準を見直す特殊な要因

もないことから、参酌すべき基準

と同様の基準を条例に定めるも

のとします。 

 

 


